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諜

言葉

津
輔
藩
の
武
士
時
良
策

明

正

巌

緒

言

徳
川
幕
府
的
確
立
正
共
に
、
兵
農
は
完
全
に
分
離
せ

ら
れ
・
武
士
は
原
則
ご
し
て
城
下
に
疑
落
し
て
何
等
生

産
活
動
を
な
す
事
な
〈
、
不
生
産
的
な
る
特
械
階
級
ご

な
h
て
一
肱
曾
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
徳
川
氏
を
中
心

ご
す
る
武
士
階
級
の
一
聞
は
、
枇
曾
が
安
定
す
る
や
凡

べ
て
の
事
物
の
岡
定
策
を
講
じ
、
徳
川
氏

t
共
に
天
下

安
定
の
事
業
に
奉
加
せ
ざ
り
し
も
の
は
、
一
切
之
を
排

斥
L
τ
自
己
的
阿
韓
に
加
入
す
る
事
を
禁
じ
た
。
蓋
し

武
士
は
武
力
仁
よ
っ
て
一
枇
曾
の
安
定
を
保
持
す
る
必
要

あ
る
時
代
に
於
て
の
み
存
在
的
意
義
を
有
す
る
も
の
な

る
が
依
仁
、
武
カ
を
要
せ
ぎ
る
卒
和
な
る
時
代
に
、
闘

争
性
を
有
す
る
武
士
、
殊
に
そ
の
源
流
を
具
に
す
る
も

の
が
そ
の
階
級
剛
健
内
に
於
て
増
加
す
る
事
は
、
醐
酷

τ

樟
栢
藩
田
武
士
蹄
農
策

雑

録

又
そ

ω階
級
同
時

ω破
崎
曜
を
惹
起
せ
し
む
る
hr
ら
〕
じ
ゐ

る
。
叉
彼
等
不
生
産
的
な
る
特
槌
階
級
者
的
増
加
は
枇

舎
の
生
産
カ
を
腿
し
・
遂
に
は
開
館
山
山
存
立
を
危
ふ
す

る
事
を
虞
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
武
士
階
級
が

如
何
に
排
他
的
方
策
に
よ
っ

τ凶
閥
会
加
者
を
防
止
せ

ん
古
す
る
も
、
問
憾
内
に
於
け
る
人
口

ω増
加
ご
閣
僅

そ
の
も
の
、
本
質
内
漣
化
正
は
絡
に
よ
く
之
を
防
「
事

が
出
来
な
か
っ
た
。
武
士
階
'
泌
が
如
何
に
樋
質
し
た
る

か
は
、
武
士
の
行
列
に
刷
ひ
ら
れ
た
槍
が
本
来

ω意
義

を
失
つ

τ、
田
平
に
地
位
、
階
級
・
蔽
高
生
市
す
目
標
に

す
ぎ
な
く
な
っ
た
事
、
又
司
会
の
外
搬
や
徒
ら
に
美
に
し

て
鎗
身

ω鋭
鈍
を
問
は
な
〈
な
っ
た
事
が
.
最
も
よ
〈

之
を
表
徴
し
て
居
る
ご
忠
ム
。
か
〈
の
如
〈
武
士
が
全

〈
生
産
活
動
正
一
分
離
し
、
所
諦
枇
曾
の
上
部
構
造
に
閲

す
る
事
例
の
み
に
奉
加
し
っ
、
、
生
産
階
級
た
る
農
民

階
級
よ
り
誌
求
し
て
そ
り
存
立
を
維
持
せ
ん
ご
す
れ

ば
、
農
民
階
級

ω無
限
な
る
生
産
力
的
俊
嵐
を
前
提
正

し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
に
雨
階
級
り
矛
盾
が
俊
生

す
る
。
武
士
階
級
が
存
縦
ず
る
限
・
り
農
民
階
級
は
貧
厳

し
、
総
て
又
武
士
階
級

ω
囚
館
正
な
る
。
徳
川
時
代
を

第
二
十
四
谷
一

O
七

一

一

ニ

丸

第
六
部
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第
二
十
四
巻

雑

品
砕
艦
藩
由
武
士
蹄
農
策

錐

通
じ

τこ
の
雨
階
級
の
貧
窮

ω省
様
は
明
白
じ
現
は
れ
は
ん
ご
し
た
る
岡
山
務
に
於

τも
、
遂
に
賞
現
せ
ら
る

τ居
る
。
武
士
階
級
的
経
済
的
困
難
は
己
に
幕
政
初
期
、
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
最
近
手
に

L

じ
於

τ之
を
見
出
す
輔
が
出
来
る
。
撃
者
骨
川
政
者
は
之
一
た
る
青
森
脇
史
を
織
〈
に
、
津
輯
描
聞
に
於
て
は
会
〈
武

が
打
開
策
に
つ
き
柿
々
の
考
察
を
遂
げ
た
。
そ
の
最
も
一
士
約
経
済
的
窮
乏
を
救
済
す
る
の
目
的
山
武
士
の
蹄

著
し
き
も
の
は
熊
探
梅
山
で
ゐ
品
。
彼
は
武
士
階
，
叫
滅
桝
り
一
曲
農
且
土
右
を
，
奨
挺
帥
附
剛
世
質
且
行
せ
る
の
記
一
事
品
e

や
を
伊
ぞ
」
牧
誠
す
る
を
肱
俊
官
見

祖惇一憐憐的嗣窮柄乏
4

を
佐
救
ム
潟
め
に
農
民
苧
e

劃
に
不
可
可

e

な.bりご

L
、
武
士
困
窮
の
一
大
原
因
は
兵
農
一
で
あ
る
が
、
之
仁
よ
っ
て
津
職
務
が
如
何
な
る
方
法
に

の
分
離
な
る
が
放
に
、
武
士
を
識
元
し
て
土
着
せ

L
一
ょ
っ

τ武
士
山
師
農
土
着
政
策
を
行
ひ
た
る
か
を
覗

め
、
白
ら
生
産
階
級
た
ら
し
む
べ
弓
で
あ
る
が
・
賞
行
一

υ、
延
い
て
は
封
建
制
度
崩
壊
期
に
於

τ如
何
に
武
士

不
可
能
な
る
所
以
を
越
べ
て
居
る
口
武
士

ω困
窮
以
漸
一
階
級
山
経
済
的
基
礎
が
動
指
せ
る
か
を
明
か
に
す
る
副

奈
川
速
度
的
に
崎
明
大
し
た
が
、
事
の
性
質
上
、
制
度
そ
一
が
出
来
る
ま
信
守
る
が
放
に
・
青
森
脱
皮
鈍
二
容

ω
記

の
も
の
を
破
壊
せ
F
る
限
h
こ
の
問
題
仏
解
決
せ
ら
れ
一
銭
じ
よ
っ
て
以
下
少
し
〈
そ
の
脱
出
加
を
逃
べ
よ
フ
さ
思

な
い
。
而

τ武
士
の
蹄
農
は
あ
る
意
味
に
於
て
封
姥
制
工
。

皮
の
否
定
で
あ
る
。
之
が
賀
行
に
岨
到
し
て
武
士
階
級
の
一
一
、
締
農
奨
刷
の
後
端

反
謝
す
る
の
H
H

嘗
然
で
あ
る
o

従
て
蕃
山
以
来
、
武
士
十
津
斡
務
は
奥
羽
地
方
の
雄
務
で
あ
っ
た
が
、
交
通
極

階
級
的
救
勝
、
延
い
て
は
枇
科
会
般
的
問
題
的
解
決
策
一
め
て
不
便
に
し

τ民
皮
甚
ピ
依
く
、
気
候
風
土

ω関
係

t
し

τ、
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
主
張
せ
ら
れ
な
が
一
上
農
産
物
豊
か
な
ら
争
、
殊
に
鮪
繁
に
天
災
山
一
襲
来
す

ら
、
武
士
蹄
農

ω質
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
極
め

τ
少
一
る
所
己
な
h
て
、
生
活
を
剛
世
迫
す
る
事
甚
に
大
で
あ
っ

〈
‘
僅
か
仁
薩
耐
降
、
土
佐
等
に
於
て
武
士
の
一
部
分
に
た
。
就
中
幕
放
中
期
以
後
は
天
災
の
害
特
に
甚
し
〈
、

っ
き
て
行
は
れ
た
る
に
止
hJ
、
蕃
山
が
そ
の
経
総
を
行
農
民
は
困
よ
h
武
士
の
困
窮
は
究
第
に
甫
加
し
た
。
弦

1) 大串或1"1(日本経済草白書ー幸一五「頁以下)

集議外書{同捜書三三巻二三七、二五プ、頁)
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仁
於
て
務
膳
は
楠
林
治
水
を
行
ひ
、
牧
}
告
を
奨
励
し
・
す
ら
欲
じ
な
か
っ
た
-
}
ピ
は
、
天
明
四
年
十
二
月
二
十

真
に
士
民
を
し
て
大
開
墾
を
行
は
し
め
刊
以

τ農
業
生
入
日
仁
後
し
た
る
滞
士
土
着
切
許
可
献
に
記
す
所
に
よ

産
力
の
後
日
慌
を
計
り
、
延
い
て
は
武
士
階
級
の
困
窮
を
一
つ
℃
推
察
す
る
輔
が
出
来
る
ω

救
は
ん

E
L
た
の
で
泊
る
。
併
し
乍
ら
武
士
が
原
野
を
一
洋
戦
藩
は
.
先
に
一
冗
文
四
年
七
月
、
奥
州
筋
海
岸
仁

開
拓
す
る
も
、
農
民
人
口
の
次
第
に
減
ゆ

L
っ
、
あ
り
一
回
諸
問
船
出
設
し
、
幕
命
に
よ
っ
て
出
兵
し
て
以
来

H

海

し
営
時
に
於
て
は
.
之
を
耕
作
せ
し
め

τ牧
穫
を
翠

r-
序
防
備
に
少
hr
ら
ぬ
費
用
を
支
出
し
た
が
ρ
下
っ
て
鬼

る
事
が
出
来
な
い
。
結
局
武
士
が
自
ら
土
着
し
、
農
民
一
政
一
万
年
間
六
月
・
蝦
夷
地
騒
擾
し
、
幕
府
は
洋
戦
滞
に

ピ
し

τそ
の
家
族
の
惜
労
働
を
以
て
牧
穫
を
う
る
の
外
は
一
候
魁
加
勢
の
事
念
品
叩
じ
、
洋
戦
務
は
三
千
人
に
延
き
大

な
く
な
っ
た
。
理
論
は
簡
単
で
あ
る
が
、
常
時

Z
L
τ

一
軍
全
山
す
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。
財
政
府
柄
迫
に
陥
れ

は
、
武
士
が
狐
に
汗
し
、
泥
土
に
ま
み
れ
、
肥
料
を
抱
一
品
同
議
が
、
如
何
に
時
痛
を
戚
じ
た
る
か
は
推
山
梨
に
雛

「
が
如
、
宝
仙
・
面
目
上
耐
え
ら
れ
ぬ
苫
痛
で
あ
っ
て
、
一
〈
な
い
。
務
臓
は
も
早
や
充
分
に
士
卒
仁
体
判
明
セ
給
す

出
聞
か
に
生
計
を
支
持
L
フ
る
限
ち
は
、
進
ん
で
土
着
L
一
る
事
は
出
来
な
〈
な
っ
た
o

議
に
於
て
滞
腿
は
、
武
士

山
肱
坊
に
従
事
p
し
よ
フ
ピ
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
又
武
一
の
土
右
を
恩
恵
的
に
前
可
す
る
が
如
き
態
度
e

ゼ
改
め
、

士
が
蹄
農
土
着
す
，
れ
ば
武
士
り
気
慨
を
失
ひ
、
武
士
階
一
却
て
之
を
奨
帥
し
、
以
て
財
政

ω印
刷
乏
を
救
は
ん
ピ
す

級
を
崩
壊
に
導
き
は

L
な
い
か
正
い
ふ
黙
は
、
賞
時
一
一
る
に
一
主
っ
た
o

卸
も
寛
政
元
年
十
月
一
日
に
壁
仰
せ
る

般
の
成
る
、
所
で
ゐ
っ
た
。
然
る
に
諒
求
の
限
界
に
建
一
諸
士
の
在
住
奨
励
内
達
は
次
の
如
〈
で
ゐ
る
ω

し
、
生
計
を
維
持
す
る
事
が
由
来
な
(
な
れ
ば
、
武
十
一
「
去
る
卯
年
以
戒
一
統
雛
義

ω一
内
近
年
諸
色
高
伯
に

は
そ
の
厄
介
な
る
特
権
を
放
楽
せ

F
る
を
得
は
〈
な
っ
-
付
小
給
に

t
家
内
多
の
族
月
々
波
方
引
足
粂
難
儀
に
候

た
o

郎
も
津
経
務

ω武
士
は
、
自
ら
進
ん
で
土
着
幅
削
農
間
男
女
相
肱

ω手
作
並
農
事
な
Y
」
を
以
不
相
凌
候

τは

を
企
つ
る
じ
至
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
之
は
従
来
務
脱
詩
人
相
増
候
関
之
迄
致
烈
候
族
も
多
〈
は
相
止
候
に
付

離

昨
軒
部
U
武
士
郎
農
銑

部
六
蹴

一O七
三

長主
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円
佐
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雑

昌
伸
腔
謡
曲
武
士
蹄
隆
策

一O
七
凶

協
六
時
脚

第
二
十
四
倉

錐

古
来
の
通
・
り
在
住
暗
じ
て
荒
地
開
後
手
作
致
し
度
族
有
に
よ
れ
ば
、
蹄
農
土
宥
に
は
固
よ
b
弊
害
も
あ
る
が
、

之
候
は
uv
小
身
の
内
役
柄
に
よ
ち
引
越
仰
付
ら
れ
候
間
十
中
五
の
利
盆
が
あ
る
炉
ら
、
危
急
山
場
合
己
む
を
得

手
人
数
を
以
て
荒
地
開
縫
い
た
し
候
保
尤
右
の
族
へ
御
一
宇
ご
な
し
、
「
二
百
石
以
下

ω
来
士
御
近
制
町
並
に
勤
仕
繁

苧
常
下
ほ
れ
引
越
仰
付
ら
れ
候
猶
又
勤
番
非
番
等

ω儀
工
d

役
々
の
外
不
残
土
着
仰
付
ら
れ
、
大
郷
は
三
四
人
.

は
迫
々
沙
汰
被
仰
刊
候
凶
川
田
の
面
々
耶
本
行
勘
定
率
行
一
小
郷
は
一
二
人
位
宛
居
蕗
を
恥
h
交
代
し
L
糊
番
古
す

へ
承
合
候
上
に
て
申
出
候
様
仰
付
ら
れ
候
」
。
一
〈
し
。
又
御
日
児
以
下
は
御
仲
間
一
畑
り
類
を
除
主
怨
9

・
次
で
寛
政
二
年
十
周
に
も
右
ご
略
ぼ
同
趣
意

ω
奨
励
一
悉
〈
上
着
せ
し
め
、
御
給
分
宇
減
に
し
工
勤
番
を
許
す
」

の
布
令
ぜ
畿
し
に
が
、
未

r組
織
的
に
武
士

ω土
着
が
一
こ
正
、
な
っ

τ居
る
o

事
政
四
年
八
月
以
来
、
屡
々
土

行
は
れ
な
か
っ
た
c

翌
三
年
制
定
奉
行
赤
石
安
右
衛
王
朝
に
閲
し
て
詑
が
制
定
せ
ら
れ
た
が
、
入
月
二
十
一
日

門
、
鏑
池
寛
司

ω雨
人
は
、
財
政
整
斑
案
を
献
策

L
・
一
の
品
目
A
T
中

ω主
な
る
保
柄
引
を
示
せ
ば
次
的
知
く
で
ゐ

「
要
大
省
法
、
武
士
の
土
着
、
借
金
体
年
」
を
論

ι・
殊
一
る
。

仁
武
士
の
蹄
山
崎
土
着
が
、
財
政
整
理
上
最
も
有
放
な
h
十
一
、
知
行
取
之
面
々
致
在
宅
候
は
γ
知
行
四
ツ
物
成

己
し
、
そ
の
方
法
を
詳
逃
し
た
。
併
し
乍
ら
多
数
の
武
一
之
積
を
以
地
方
に
被
仰
付
候
尤
引
越
之
儀
知
符
所
之
内

土
の
中
に
は
土
着
営
欲
せ
ぎ
る
も
の
も
ゐ
っ
て
、
土
着
一
高
之
多
有
之
候
村
所
へ
引
越
候
健
ω

政
策
確
立
後
も
、
鹿
々
奨
励
の
布
達
を
な
し
、
遂
に
は
一
一
、
知
行
所
方
々
に
有
之
手
懸
之
蕗
は
在
宅
近
郷

ω

一
定
的
武
士
は
土
着
す
る
の
義
務
あ
る
も
の

Z
L
、
最
十
山
地
に
て
代
地
被
下
一
冗
之
地
面
は
御
引
上
被
仰
付
候
υ

初
武
士
山
自
畿
に
基
告
て
起
り
し
土
着
蹄
農
は
宇
ば
強
一
一
、
引
越
之
面
白

Z
m敷
無
之
候
は
、
百
姓
屋
敷
に
居

制

的

正

な

っ

た

の

で

あ

る

。

一

宅

取

扱

致

住

居

百

姓

屋

敷

物

成

は

相

許

候

続

。

=
‘
蹄
農
土
着

ω組
織

一

、

地

行

所

惣

荒

同

様

に

τ引
越
可
申
手
寄
無
之
候

ィ
、
続
向
島
土
着
の
方
法
、
赤
石
、
菊
地
雨
人
の
主
授
は
、
申
出
次
第
代
地
可
被
下
候
。

-、

，"・



E 

サ-ー ~ー一ー--_.-.

一
、
引
越

ω而
有
御
手
賞
被
下
位
候
術
叉
右
之
外
家
め
、
以
て
ゆ
、
る
下
級
武
士
の
士
省
を
容
易
な
ら
し
め

内
人
数
多
少
に
よ
り
里
数
次
第
引
越
料
是
又
被
下
置
候
ん
ど
し
花
町
切
米
取
の
家
士
に
て
も
勤
番
的
繁
き
も
の

割
合
的
儀
委
細
制
定
本
行
へ
申
付
泣
候

ψ

は
そ
の
子
弟
を
し
て
土
着
せ
し
む
る
の
が
訟
を
も
講

一
、
御
側
廻
勤
仕
へ
き
諸
役
人
之
外
旅
ニ
山
石
以
下
じ
可
又
品
川
'
O
小
身
の
者
を
在
宅
せ
し
む
る
事
は
、
兵
備

之
諸
士
勝
手
次
第
刷
出
候
縫
在
宅
勤
番
等
之
御
定
者
拍
車
上
行
政
上
和
々
の
支
障
を
生
?
る
を
以
て
、
そ
の
最
下

而

可

被

仰

付

候

。

限

を

も

定

め

τ居
た
。
卸
も
長
初
は
知
行
二
庁
石
以
下

一
、
知
行
四
ヅ
物
成
之
高
に
被
下
世
以
上
利
御
軍
用
並
御
胡
米
俵
子
四
十
俵
三
人
扶
持
金
六
匁
三
人
扶
持
以

山
銀
等
者
御
定
法
制
合
之
通
上
納
被
仰
付
候
ω

上
ご
し
、
そ
の
他
的
小
身
は
特
別
の
願
あ
る
場
合
の
み

一
、
御
切
取
之
而
・
々
且
疋
迄
之
週
腐
聞
及
閥
畿
在
宅
剛
州
之
を
許
す
一
帯
ぜ
し
た
が
、
後
仁
は
三
十
五
怯
以
上
の
士

候
は
、
是
又
可
被
仰
付
依
尤
右
開
畿
地
は
迫
々
御
切
米
は
土
着
し
う
る
事
ご
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

高
に
勝
仁
知
行
に
被
刀
竹
越
↑
吋
被
下
設
候
充
夫
迄
は
御
切
一
て
土
着
組
問
士
の
地
位
、
土
着
務
士
の
椎
利
義
務
開

米
四
歩
一
引
し
て
決
方
可
被
仰
付
候
右
之
渇
被
仰
付
候
一
係
瓜
従
来
ご
根
本
的
に
品
位
る
所
は
な
か
っ
た
o
覚
政
四

間
勝
手
に
相
成
候
而
々
は
側
申
山
候
様
術
委
細
之
儀
者
一
年
九
月
十
四
円
後
A
T
の
土
着
務
士
勤
仕
に
関
す
る
口
達

勘

定

挙

行

へ

申

付

位

候

間

一

本

合

候

様

叫

一

に

よ

れ

ば

r
「
跡
目
相
縦
之
儀
は
勿
車
先
外
諸
一
服
部
剛
一
例

夏
に
九
月
九
日
再
び
品
目
令

L
た
が
、
辛
の
一
保
項
に
一
之
儀
諸
事
是
迄
之
通
」

E
規
定
し
て
あ
る
。
而
し
て
勤

よ
れ
ば
、
鹿
回
開
畿
に
蝋
到
し
て
は
手
嘗
ピ

Lτ
一
反
歩
一
仕
交
替
を
行
よ
も
、
勤
番
中
在
宅

ω士
は
弘
前
城
下
仁

に
つ
き
大
升
宛

ω補
助
米
を
下
附
し
た
も
の
、

-mfで
一
居
住
す
る
事
困
難
な
る
が
故
に
、
所
荷
「
勤
番
長
屋
」
な

あ
る
。
叉
寛
政
五
年
二
月
に
は
、
切
米
取
の
士
は
土
着
一
る
も
の
を
建
設
し
、
臨
時
に
之
に
起
臥
し
て
職
務
を
岡
本

せ
ん
ご
す
る
も
在
方
手
引
な
〈
、
厳
問
居
宅
を
容
易
に
す
事
正
し
た
け

O

又
勤
番
に
闘
L
て
は
城
下
ピ
の
距
離
を

求
品
符
ざ
る
を
以
1
、
代
官
を

L
τ
之
を
調
査
せ
し
考
慮
し
、
或
は
騨
馬
を
給
し
、
薬
物
を
許
し
て
そ
の
勤

一o
t王

路
大
腕

第
二
十
四
時

ー

雑

鉛

晶
押
削
制
講
の
武
士
郎
農
鍛

)
)
)
、
，
)

頁
頁
頁
頁
頁

六
五
じ
八

O

三
カ
六
凡
側

五日
h

五
五
五

ノ一一虫耐
脚本

林
且
此
虫
史

背
同
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問
同
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雑

錯

常
値
落
田
武
士
蹄
農
鍛

第
二
十
四
巻

第
六
時
糾

四

一O
七
台

務
を
容
易
な
ら
し
め
ん
ご
し
た
。
右
の
知
〈
土
着
の
士
た
の
は
常
然
ゆ
事
で
あ
る
。

は
城
下
の
武
士
ご
同
C
〈
武
士
芭
し
て
勤
番
の
義
務
を
三
、
武
士
土
着
ゆ
成
果

有
し
た
る
正
同
時
に
、
真
に
農
民
ご
同
じ
〈
年
買
を
納
津
腕
務
は
純
々
の
方
策
を
構
じ

τ藩
士
的
蹄
農
土
着

む
る
的
義
務
を
有
し
た
が
常
初
は
一
定
年
限
的
問
無
を
奨
胤

L
た
が
、
そ
の
方
策
貸
施
中
幾
何
の
務
士
が
土

年
賀
正
し
た
る
の
み
な
ら
子
、
手
首
を
も
下
附
し
た
の
着
し
党
か
は
不
明
で
あ
る
。
只
寛
政
五
年

ω調
査
に
よ

で

あ

る

。

れ

ば

、

在

宅

の

諸

士

七

百

九

十

四

戸

ご

あ

る

1
0
世
間
時
津

こ
の
外
在
宅
務
士
山
り
目
指
生
活
に
開

Lτ
は
綿
々

ω
締
藩
金
値

ω
務
士
が
幾
何
で
あ
っ
た
か
手
許
で
調
べ
る

規
定
を
設
付
、
数
育
、
血
熱
殿
、
交
通
等
一
切
の
事
柄
に
一
事
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
在
宅
戸
数
は
相
常
大
な
る
割

干
渉
せ
る
途
が
多
〈
後
布
せ
ら
れ
た
殊
に
著
し
き
も
ム

Z
占
め
て
居
た
も
の
ご
思
は
れ
る
o

務
士
が
地
方
に

の
は
土
着
的
務
士
正
一
般
農
民
E
的
婚
別
で
あ
る
。
寛
一
移
住
し
た
結
果
、
弘
前
城
下
町
は
急
激
な
る
襲
化
を
生

政
五
年
十
月
に
は
、
「
御
家
中
縁
組
的
儀
御
定
も
有
之
一
依
一
じ
、
約
三
十
の
町
は
永
久
に
屋
敷
形
的
L
、
そ
い
W

他
多

蕗
ぃ
壮
宅
的
一
陶
々
所
総
有
之
一
族
以
来
百
桝
縁
談
之
儀
願
上
一
，
，
、
の
町
が
地
悩
を
鶴
而
具
す
る
に
至
つ
化
己
い
ふ

1
0

在
宅

可
被
仰
付
」
ご
定
的
h

仏
、
的
、
可
な
り
不
均
合
的
婚
姻
も
一
者
の
数
で
あ
っ
た
一
帯
は
之
に
よ
っ
て
も
惣
傑
出
来
よ

行
は
れ
た
Z
い
ふ
。
併
し
永
越
に
武
士
を
し
て
土
着
せ
一
ぅ
。
か
〈
山
知
〈
多
数
の
務
士
が
在
宅
L
、
殿
闘
を
開

し
め
、
土
に
親
ま
し
め
ん
ど
欲
せ
ば
、
こ

ω方
策
を
認
一
後
し
荒
地
を
開
拓
[
て
燥
業
に
従
事
[
た
の
で
あ
る
か

む
る
の
外
は
な
い
ー
が
、
又
他
面
よ
h
見
れ
ば
・
武
士
階
一
ら
、
藩
鵬
は
彼
等

ω俸
域
管
支
出
す
る
引
が
減
じ
、
他

級
を
農
民
よ
り
も
一
段
上
級
の
も
の
た
ら
し
め
、
威
厳
一
面
・
農
産
物
の
増
加
古
な
っ
た
事
は
推
察
に
難

t
な
い

を
以

τ之
仁
臨
ま
ん
が
潟
め
に
は
、
士
農
的
吋
旭
川
聞
を
禁
二
か
、
そ
の
具
髄
的
な
こ
ご
は
明
か
で
な
い
。

止
L
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
き
れ
ば
寛
政
十
年
士
着
禁
止
併
し
乍
ら
武
士
山
土
着
は
柿
々
の
勢
車
両
を
鴨
川
L
た。

の
行
は
る
、
吉
岡
崎
に
、
士
農
の
逓
婚
が
禁
止
せ
ら
れ
武
士
が
ど
れ
丈
り
の
弊
害
仁
悩
ん
に
か
は
察
易
に
判
断

岡市 (同上五四一、五五七m
掛藤長門龍iil!(i!l~W臨虫二巻五ñ.九頁)
聖日U秘錐(W<!O鯨史ニノ五六九頁)

)
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は
出
山
本
な
い
が
、
農
民
に
劃
す
る
弊
害
は
藩
脱
が
土
着

武
士
に
訓
令
し
た
る
布
法
的
一
不
す
所
に
よ
っ
て
想
像
す

る
事
が
出
来
る
。
例
へ
ば
寛
政
六
年
十
一
月
十
一
日
の

蓬
に
よ
れ
ば
、
土
着
武
士
が
農
民
に
岨
到
し

τ倣
慢
に
し

τ、
農
民
を
苦
し
め
そ
の
反
肢
を
買
っ
た
事
が
分
る
o

又
農
民
を
勝
手
に
使
役
せ
し
震
め
、
一
見
に
は
所
々
り
役

銭
を
賦
課
す
る
等
・
農
民
は
競
本
ご
地
調
正
に
勤
し
二

重

ω負
撹
を
出
現
る
一
帯
ご
な
h
て
困
難
し
た
場
合
が
腿
々

ゐ
る
。
土
着
武
士
が
如
何
に
不
法

ω
行
銭
を
な
し
、
農

民
を
苦
し
め
た
か
は
弐

ω保
目
が
肢
も
よ
〈
之
を
示
し

て
居
る
Z
思
ム
。

「
引
越
以
前
若
心
得
議
我
健
之
儀
も
可
有
之
哉
じ
御

脇
陣
目
を
以
厳
重
に
被
仰
付
候
騎
手
作
致
問
問
在
候
族
御
牧

米
遜
成
候
に
付
上
納
之
儀
に
付
村
役
共
よ
り
申
閲
候
へ

は
却
而
異
議
之
巾
分
不
法
之
事
共
に
而
村
方
及
迷
惑
候

旨
術
又
閲
畿
の
儀
に
付
村
方
へ
理
不
謹
之
儀
巾
懸
も
有

之
或
は
百
姓
共
へ
無
理
に
先
納
申
付
右
地
元
諸
品
代
米

に
書
上
候
に
付
fH
姓
共
上
納
致
問
敷
旨
申
候
髄
抑
而
重

年
貢
等
申
付
百
姓
共
及
雛
儀
候
旨
其
上
人
ぽ
均
等
差
出
せ

候
儀
家
作
等
之
節
は
不
品
村
止
事
を
儀
倫
叉
相
定
候
一
公
儀

雑

録

之
儀
は
尤
之
事
に
候
得
共
自
分
田
畑
手
作
入
用
之
人
夫

等
取
立
候
族
も
有
之
旨
相
聞
得
不
蒋
之
歪
に
候
」
。

回
、
武
士
土
看
底
止
の
顛
末

津
軽
務
は
何
々
の
方
法
に
よ
っ
て
武
士
の
荘
宅
蹄
農

を
奨
励
し
た
が
、
そ
の
成
果
は
臨
時
期
の
如
く
で
な
〈
、

一
元
来
農
業
に
経
験
を
有
せ
ゴ
る
武
士
の
事
正

τ、
充
分

の
牧
穫
を
血
中
げ
得
F
h
し
の
み
な
ら
争
、
却
で
農
業
経

替
に
よ
っ
て
純
々
の
損
失
を
蒙
る
が
如
き
場
合
を
生
じ

た
。
そ
れ
は
臓
て
附
返
内
農
民
に
樽
嫁
ぜ
ら
れ
、
色
々

の
口
貨
に
よ
っ
て
農
民
を
諒
求
す
る
の
結
果
E
な
b
、

農
民
的
負
擦
を
増
加
し
て
務
胤
に
封
6

る
負
挽
力
を
減

少
す
る
ご
同
時
に
、
武
士
ピ
農
民
ご
の
折
令
上
好
ま
し

か
ら
凶
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
抜
に
於
て
寛
政
十
年
五
月

二
十
三
日
に
至
b
、
時
の
藩
主
沖
輯
単
親
は
、
武
士
の

在
宅
締
農
相
胤
を
支
持
し
之
を
断
行
せ
し
め
た
る
の
責
任

者
正
し

τ、
老
臣
牧
野
侠
次
郎
の
役
を
見
じ
て
謹
慌
を

命
じ
、
又
こ
の
政
策
の
主
脹
者
た
る
御
用
人
赤
石
安
右

衛
門
及
び
勘
定
奉
行
菊
地
寛
司
の
役
儀
を
召
上
げ
塾
居

を
仰
付
け
、
真
に
同
月
二
十
七
日
、
土
着
ム
ザ
撤
鹿
山
旨

を
布
達

L
r。
却
も
津
粧
務

ω
武
士
土
着
A
T
は
天
明
四

第
六
器

津
魁
藩
山
口
武
士
蹄
農
策

第
二
十
回
答

一C
七
七

五

.‘、

. • .・.
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雑

紙
計
に
於
吋
る
二
世
計
算

録

年
よ
り
儲
か
十
五
年
仁

L
て
廠
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
土
着
厳
止
的
令
に
よ
れ
ば
‘
「
先
年
間
作
以
来
削
州

荒
多
御
収
減
方
相
減
御
家
中
仰
扶
助
方
雄
被
錦
行
腸
格
、

別
雛
俄
仁
及
似
に
付
色
々
沙
汰
被
仰
付
候
山
出
土
着
に
は

荒
地
開
後
等
も
致
H
H
々
成
立
に
も
相
成
可
巾
燥
に
付
士

有
被
仰
付
候
.
然
世
陣
見
品
川
成
立
不
巾
却
而
維
協
欄
棺
之

趣
法
御
山
川
、
前
々
之
遁
・
9
以
来
弘
前
住
肘
被
仰
付
候
旨

被
仰
山
縦
、
尤
川
削
山
家
之
上
御
手
常
向
之
儀
は
在
宅

被
仰
付
候
節
之
通
り
可
被
下
位
候
」
正
ゐ
品
目
。
之
仁
山

て
見
れ
ば
先
に
数
人
的
役
人
が
見
峨
さ
れ
た
山
り
は
、
従

来
よ
り
土
府
政
策
は
封
姑
制
度
ピ
耐
立
し
符
Z
る
が
故

仁
、
之
を
抑
札

Lτ
日
出
に
に
拘
は
ら
す
、
限
前
り
利
盆

の
絡
め
に
土
着
を
断
行
し
、
然
か
も
失
敗
に
了
ら

L
め

た
の
は
、
之
等
役
人
的
責
任
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
た
か

ら
で
あ

ιぅ
。
行
際
.
武
士
を
土
指
せ

L
む
る
市
中
は
、

初
め
仁
述
べ
た
絞
仁
、
あ
る
意
味
に
於
て
封
処
制
度
的

否
定
で
あ
る
o

併
L
又
武
士
は
水
迷
非
生
産
階
級
ピ

L
て
農
民
階
級
に
品
目
生
司
る
酬
は
許
き
れ
な
い
。
仲
叫
に

武
士
階
秘
的
存
立
仁
矛
盾
が
ゐ
っ
た
ω

武
士
階
級
は
ど

も
ら
の
詮
.
減
じ
せ
ざ
る
を
得
ぬ
運
命
仁
あ
う
た
こ
正

第
二
十
四
笹

一
三
六

は
.
枠
制
班
聞
の
師
農
土
若
制
を
過
し
て
も
推
論

L
う
る

で
あ
ら
う
。

一
o
t
A

館
大
規

、


